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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年５月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月１５日 ０６時２３分ごろ 

発生場所 和歌山県印南
い な み

町畑野埼西方沖 

 御坊
ご ぼ う

鰹
かつお

島灯台から真方位１９７°３.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４８.２′ 東経１３５°０７.６′） 

事故の概要  漁船木下
きのした

丸は、西進中、また、遊漁船牛
うし

若
わか

丸は、船首を北方に向け

て漂泊中、両船が衝突した。 

 牛若丸は、船長が負傷し、操舵室右舷側に圧壊を生じ、また、木下

丸は、正船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和４年１０月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 木下丸、８.５トン 

   ＷＫ２－３８８６（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.８０ｍ（Lr）×３.５４ｍ×１.４７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４５０.００kＷ、平成３年６月１２日 

   第２５２－２２２９０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 遊漁船 牛若丸、４.８トン 

   ２５１－１４３０８和歌山、個人所有 

   １０.３２ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.１０kＷ、平成３年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日  昭和４９年１２月１３日 

   免許証交付日 令和元年９月９日 

       （令和７年３月１７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日  平成６年１０月２４日 

免許証交付日 平成３０年１１月２０日 

          （令和６年１０月２３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 



- 2 - 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 正船首部に擦過傷 

Ｂ 操舵室右舷側に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時０４分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、はえ
．．

縄漁を行う目的で、令和４

年１０月１５日０３時ごろ印南町印南漁港を出航し、０４時３０分ご

ろから同漁港南西方約３Ｍの漁場で操業を開始した。 

Ａ船は、約４５０ｍの幹縄に約７ｍ間隔で枝針を約６５本取り付け

たはえ
．．

縄をコイル状にしてプラスチック製の籠に収めたものを１鉢と

し、１０鉢連結させて１組と呼び、２組の投縄を終えた後、０６時 

１７分ごろ針路を真方位２７８°に定めて自動操舵とし、約５.０ 

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で３組目の投縄作業を

開始した。 

船長Ａは、投縄作業中、左舷船尾部で揚縄機と投縄台との間の甲板

（以下「操業場所」という。）に立ち、操舵室からケーブルで延長し

た操船リモコンを揚縄機の上方に仮置きし、投縄を終えて鉢が空にな

ると、はえ
．．

縄が入っている鉢と交換し、時折、左舷船首方の見張りを

行っていた。（写真１参照） 

 

 

写真１ 船長Ａの船尾甲板における操業時の状況 

 

Ａ船は、５鉢目のはえ縄を投縄中、船長Ａが、コイル状に収められ

ていた６鉢目の幹縄の中に餌の付いた針１本が落ちているのを認め、

このまま投縄を続けると６鉢目の投縄中に幹縄が絡むと考え、落ちた

針を拾い上げようとしたところ、餌が外れるとともに針が幹縄の隙間

の奥に落ちてしまった。 

船長Ａは、船尾方に向き腰を下ろした姿勢で落ちた針を拾い上げよ

うとしていたところ、０６時２３分ごろ衝撃を受け、左舷船首方にＢ
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船を認めてＢ船と衝突したことに気付き、直ちに主機の回転数を下げ

た後、クラッチを中立状態にした。（写真２参照） 

 

 
写真２ 船長Ａが落ちた針を拾い上げようとしている状況 

 

船長Ａは、Ｂ船の乗船者の安否を確認して無事と判断し、残ってい

たはえ
．．

縄を投縄する目的で本事故発生海域から離れ、投縄作業を再開

した。 

船長Ａは、その後、漁業無線で海上保安庁からの指示が、所属する

漁業協同組合から伝えられ、本事故発生海域に戻り、その後和歌山県

県日高港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、遊漁の目的

で、和歌山県御坊
ご ぼ う

市の西方沖約２Ｍ、水深４０～６０ｍの海域に数箇

所に分けて設置された大規模な魚礁群（以下「本件魚礁群」とい

う。）の北部の魚礁に向けて、０５時２０分ごろ日高港を出発した。 

Ｂ船は、０６時００分ごろ本件魚礁群の北部の魚礁に到着し、漂泊

して遊漁（流し釣り）を開始したが、釣果がなかったので、本件魚礁

群の南方に釣り場所を２度変え、本件魚礁群の南部に位置する魚礁上

で船長が魚群探索を行ったところ魚影を確認した。 

Ｂ船は、０６時１５分ごろ機関を中立運転として流し釣りを始めた

が釣果を得られなかったので、東方に潮上りを行い、０６時１７分ご

ろから２回目の流し釣りを始めたところ、左舷船尾部の釣り客の竿に

魚が掛かった。 

船長Ｂは、左舷中央部の釣り客から左舷船尾部の釣り客に魚が掛 

かった旨の合図を受け、周囲を一見して他船が見当たらなかったの

で、Ｂ船に接近する他船はいないと思い、操舵室から出て、たも
．．

網を

持って後部甲板中央部で魚の取り込みに備え立っていた。 

 船長Ｂは、右舷方からの機関音に気付いて振り返ったところ、至近

に迫ったＡ船を認めたがどうすることもできず、Ａ船の船首部とＢ船

の右舷中央部とが衝突した。（図１参照） 
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図１ 船長Ｂ及び釣り客の乗船位置 

 

 船長Ｂは、衝突の衝撃で転倒し、その後、釣り客５人の無事を確認

してから、Ｂ船の損傷状況を確認したところ、浸水はなかったが操舵

室の損傷が激しく、また、Ａ船が本事故海域から離れたので、漁業無

線で僚船に本事故の発生を連絡するとともに救援を要請した。 

 漁業協同組合は、平成１９年に８つの漁業協同組合（合併後、支所

として編成）が合併して誕生しており、漁船無線の周波数は合併前に

各漁業協同組合ごとに割り振られていた周波数を現在も使用している

関係で、所属の異なる支所の漁船との通信はできなかった。 

 Ｂ船の救援に来た僚船は、本事故の発生を海上保安庁に通報すると

ともに、航行中の安全を考え約５.０kn の低速力でＢ船を伴走して日

高港に帰港した。 

 船長Ｂは、Ａ船との衝突時の転倒で腰及び右肘を打撲した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真４ Ａ船、写真５ Ｂ船、写真

６ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  Ａ船が行うはえ
．．

縄漁は、本件魚礁の周辺で、岩礁帯を避け、潮流と

同じ方向に投縄を行うもので、底引き網漁と競合を避けて行う必要が

あったが、本事故当日は、底引き網漁の休業日で、底引き網漁船の動

静を気に掛ける必要がなかった。 

船長Ａは、操業中、前路の見張りが十分でなく、過去に大型船から

汽笛による注意喚起信号を受けたこともあり、やや危険な操業を行っ

ているという認識があった。 

船長Ａは、ふだん操業場所から前路を確認しており、操業場所から

左舷方は見通すことができたが、右舷方は操舵室が死角となり、正船

Ａ船 

魚

の

揚

収

に

備

え

て

移

動
：釣り客 

：船長Ｂ 

操舵室 
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首方から右舷方に約３０°の範囲に死角が生じて見通すことができな

かったので、投縄作業中、時折、操舵室右舷側船尾部から右舷側の見

張りを行っていた。（写真３ 参照） 

 

 

写真３ 操業場所からの船首方の見通状況 

 

Ａ船のレーダー表示部は、操舵室奥に設置してあり、操業場所から

レーダー表示部までの距離が約４ｍあったので、操業時、レーダー表

示部を確認することはできなかった。 

 Ｂ船が行う遊漁は、釣り客に魚礁又は岩礁帯付近の根魚を対象に釣

りをさせるものであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、畑野埼西方沖を西進中、船長Ａが、投縄作業中、間もなく

投縄を予定していた鉢の針が幹縄の奥に落ち、船尾方を向いて腰を下

ろした姿勢で針を拾い上げることに意識が集中し、同じ針路及び速力

で航行を続けたことから、前路で漂泊しているＢ船に気付かず、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、船尾方を向いて腰を下ろした姿勢で針を拾い上げる作業

に入る前、左舷船首方を確認していたが、正船首方から右舷方に約 

３０°の範囲の死角にＢ船が入っていたことから、前路のＢ船に気付

かず、針の拾い上げ作業を行ったものと考えられる。 

Ｂ船は、畑野埼西方沖で船首を北方に向けて漂泊中、船長Ｂが、周

囲を一見して他船を見掛けず、Ｂ船に接近する他船はいないと思って

漂泊を続けたことから、接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、畑野埼西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が船首を北

方に向けて漂泊中、船長Ａが、船尾方を向いて腰を下ろした姿勢で針
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を拾い上げることに意識が集中し、同じ針路及び速力で航行を続け、

また、船長Ｂが、Ｂ船に接近する他船はいないと思って漂泊を続けた

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、操業中、容易に周囲の状況が確認できるよう、レーダー

表示部の設置位置を変えて前路の確認を行うなど、常時適切な見

張りを行うこと。 

・漂泊している船舶の船長は、自船の全周にわたって常時適切な見

張りを行うこと。 

・船長は、事故発生後、速やかに海上保安庁に通報を行うこと。 

・漁業協同組合は、緊急時の無線通信方法を定め、通信方法につい

て所属する組合員を指導することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

和歌山県 
徳島県 

畑野埼 

御坊鰹島灯台 

和歌山県 

印南町 

印南漁港 

日高港 

御坊市 

本件魚礁群 

Ｂ船推定航跡線 

事故発生場所 

（令和４年１０月１５日 

 ０６時２３分ごろ発生） 
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（海上保安庁提供） 

（海上保安庁提供） 

写真４ Ａ船 

写真５ Ｂ船 

写真６ Ｂ船の損傷状況 

（海上保安庁提供） 


